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安
楽
死
・
尊
厳
死
を
め
ぐ
る
日
仏
の
法
的
対
応
に
つ
い
て（
二
・
完
）

島

岡

ま

な

一

は

じ

め

に

二

日

本

の

状

況

（
一
）

安
楽
死
に
つ
い
て

１

定
義

２

刑
法
規
定
の
適
用
可
能
性

（
１
）

構
成
要
件
（
実
行
行
為
）

（
２
）

違
法
性
阻
却

３

判
例

（
１
）

名
古
屋
高
裁
昭
和
三
七
年
一
二
月
二
二
日
判
決

（
２
）

横
浜
地
裁
平
成
七
年
三
月
二
八
日
判
決

（
二
）

尊
厳
死
に
つ
い
て

１

定
義

２

刑
法
規
定
の
適
用
可
能
性

（
１
）

構
成
要
件
（
実
行
行
為
）
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（
２
）

違
法
性
阻
却

３

判
例

（
１
）

東
京
高
裁
平
成
一
九
年
二
月
二
八
日
判
決

（
２
）

横
浜
地
裁
平
成
七
年
三
月
二
八
日
判
決

４

二
〇
〇
七
年
厚
生
労
働
省
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）

（
１
）

内
容

（
２
）

検
討
（
以
上
、
五
七
巻
六
号
）

三

フ
ラ
ン
ス
の
状
況

（
一
）

安
楽
死
に
つ
い
て

１

定
義

２

刑
法
規
定
の
適
用
可
能
性

（
１
）

構
成
要
件
（
実
行
行
為
）

（
２
）

違
法
性
阻
却

３

判
例

（
二
）

尊
厳
死
に
つ
い
て

１

定
義

２

刑
法
規
定
の
適
用
可
能
性

（
１
）

構
成
要
件
（
実
行
行
為
）

（
２
）

違
法
性
阻
却

３

判
例

（
三
）

二
〇
〇
五
年
尊
厳
死
法
の
成
立

１

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
安
楽
死
・
尊
厳
死
を
め
ぐ
る
議
論
及
び
立
法
過
程

２

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
緩
和
医
療
の
充
実
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３

二
〇
〇
五
年
尊
厳
死
法
の
内
容

（
１
）

尊
厳
死
の
実
施
に
関
す
る
規
定
（
第
一
条
～
第
一
〇
条
）

（
２
）

尊
厳
死
の
実
施
施
設
に
関
す
る
規
定
（
第
一
一
条
～
第
一
四
条
）

（
３
）

尊
厳
死
実
行
の
た
め
の
要
件
・
手
続
き

四

お

わ

り

に
（
以
上
、
本
号
）

三

フ
ラ
ン
ス
の
状
況

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
古
く
か
ら
安
楽
死
（E

uthanasie

）
の
観
念
は
存
在
し
、
わ
が
国
同
様
、
違
法
性
阻
却
事
由
（Les

causes
objectives

d’irresponsabilité
pénale

）
と
し
て
の
「
被
害
者
の
同
意
（consentem

ent
de
la
victim

e

）」
の
一
場
面
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
被
害
者
の
不
同
意
が
犯
罪
の
構
成
要
素
と
な
る
財
産
犯
や
性
的
自
由
に
対
す
る
罪
等
と
は
異
な
り
、

個
人
的
法
益
（l’intérêts

privés

）
の
み
な
ら
ず
公
共
の
利
益
（l’intérêts

générals

）
及
び
社
会
秩
序
（l’ordre

social

）
が
侵
害

さ
れ
る
生
命
侵
害
（
安
楽
死
や
決
闘
）、
売
春
斡
旋
（proxénète

）、
断
種
行
為
（stérilisations

volontaires

）
等
に
つ
い
て
は
、
被

害
者
の
同
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
上
処
罰
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
最
近
で
は
、
積
極
的
安
楽
死
（E

uthanasie
active

＝
い
わ
ゆ
る
安
楽
死
）
と
消
極
的
安
楽
死
（E

uthanasie
passiive

＝
い
わ
ゆ
る
尊
厳
死
）
を
明
確
に
区
別
し
、
後
者
の
場
合
、
一
定
の
要
件
の
下
に
処
罰
を
回
避
す
る
試
み
が
判
例
上
み
ら
れ
る
点
も
、

わ
が
国
と
同
様
で
あ
る
。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）
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（
一
）
安
楽
死
に
つ
い
て

１

定
義

従
来
、
安
楽
死
（E

uthanasie

）
と
は
、「
不
治
の
病
に
冒
さ
れ
た
病
人
の
依
頼
に
よ
り
、
そ
の
苦
痛
を
取
り
除
く
目
的
で
意
図
的
に

当
人
に
死
を
も
た
ら
す
行
為
」、「
不
可
避
の
差
し
迫
っ
た
死
の
恐
怖
に
さ
ら
さ
れ
た
個
人
の
明
示
的
か
つ
執
拗
な
依
頼
に
基
づ
き
、
そ

の
苦
痛
を
排
除
す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
殺
人
行
為
」
な
ど
と
定
義
さ
れ
て
き
た
。

こ
の
う
ち
、
前
述
の
よ
う
に
、
作
為
で
行
う
積
極
的
安
楽
死
と
延
命
治
療
の
中
止
と
い
う
不
作
為
的
形
態
と
も
捉
え
得
る
消
極
的
安

楽
死
と
を
区
別
し
、
前
者
を
①
安
楽
死
、
後
者
を
②
尊
厳
死
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
適
用
可
能
な
フ
ラ
ン
ス
刑
法
上
の
構
成
要

件
（
適
用
条
文
）
及
び
関
連
学
説
・
判
例
等
を
概
観
す
る
。

２

刑
法
規
定
の
適
用
可
能
性

（
１
）

構
成
要
件
（
実
行
行
為
）

積
極
的
安
楽
死
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
上
、
殺
人
罪
（hom

icide
volontaire

）
及
び
毒
殺
罪
（em

poisonem
ent

）
に
該
当
す
る
。

Ａ

殺
人
罪
（
フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
二
二
一
─
一
条
以
下
）

こ
の
犯
罪
は
、
行
為
者
が
故
意
に
他
人
に
死
を
も
た
ら
す
こ
と
を
意
図
し
、
実
際
に
被
害
者
の
死
が
行
為
の
結
果
で
あ
る
こ
と
が
必

要
で
、
作
為
（acte

positif)

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
刑
法
上
は
、
さ
ら
に
、
通
常
の
殺
人
罪
で
あ
る
故
殺
罪
（m

eurtre

、
第

二
二
一
─
一
条
＝
三
〇
年
以
下
の
重
懲
役
）、
重
罪
ま
た
は
軽
罪
に
伴
う
故
殺
罪
（
第
二
二
一
─
二
条
＝
無
期
懲
役
）、
予
謀
を
伴
う
謀

殺
罪
（assassinat

、
第
二
二
一
─
三
条
＝
無
期
懲
役
）、
一
五
歳
未
満
の
未
成
年
者
や
尊
属
、
病
者
、
職
務
執
行
中
の
公
務
員
等
に
対
し

て
行
わ
れ
た
場
合
に
刑
を
加
重
す
る
加
重
的
故
殺
罪
（
第
二
二
一
─
四
条
＝
無
期
懲
役
）
に
分
か
れ
て
い
る
。

（
５
）

（
６
）

（
７
）
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Ｂ

毒
殺
罪
（
同
第
二
二
一
─
五
条
）

毒
殺
罪
は
、
死
を
引
き
起
こ
す
性
質
の
物
質
を
使
用
ま
た
は
投
与
し
て
、
他
人
の
生
命
を
侵
害
し
よ
う
と
す
る
行
為
（Le

fait

d’attenter
à
la
vie
d’autrui

）
と
定
義
さ
れ
、
三
〇
年
以
下
の
重
懲
役
で
処
罰
さ
れ
る
。
ま
た
前
述
の
殺
人
罪
同
様
の
加
重
事
由
が

あ
る
場
合
は
、
無
期
懲
役
で
処
罰
さ
れ
る
。
本
罪
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
（
一
八
一
〇
年
）
以
来
の
古
い
規
定
（
旧
刑
法
第
三
〇
一
条
）

で
あ
り
、
新
刑
法
典
起
草
時
に
は
廃
止
か
存
続
か
を
め
ぐ
り
激
し
い
議
論
が
な
さ
れ
た
が
、
抽
象
的
危
険
犯
と
し
て
、
侵
害
犯
で
あ
る

殺
人
罪
で
処
罰
で
き
な
い
行
為
を
広
く
捕
捉
す
る
性
質
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
薬
害
エ
イ
ズ
事
件
な
ど
の
現
代
的
犯
罪
に
も
適

用
可
能
と
し
て
、
存
続
が
決
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）

違
法
性
阻
却

積
極
的
安
楽
死
の
場
合
、
行
為
が
病
者
に
対
す
る
憐
憫
の
情
（pitié

）
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
行
為
の
動
機
（m

obile

）

は
犯
罪
の
成
立
に
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
、
被
害
者
が
懇
願
し
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
も
、
一
般
的
に
被
害
者
の
同
意
は
生
命
侵
害
罪
の
成

立
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
上
、
積
極
的
安
楽
死
は
す
べ
て
の
場
合
可
罰
的
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
学
説
上
は
、
安
楽
死
の
不
処
罰
を
主
張
す
る
見
解
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
紹
介
さ
れ
る
。
第
一
に
、
法
的

レ
ベ
ル
で
は
、
安
楽
死
は
第
三
者
の
共
犯
を
伴
う
自
殺
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
影
響
の
強
い
フ

ラ
ン
ス
で
も
、
自
殺
は
一
八
世
紀
末
（
一
七
九
一
年
）
に
非
犯
罪
化
さ
れ
た
た
め
、
一
九
九
七
年
一
二
月
三
一
日
法
に
よ
り
新
設
さ
れ

た
自
殺
教
唆
罪
（
刑
法
二
二
三
─
一
三
条
）
に
当
た
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
共
犯
も
成
立
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

れ
は
、
安
楽
死
を
願
い
出
る
者
が
自
ら
自
殺
を
遂
げ
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
議
論
で
あ
る
た
め
、
実
際
の
安
楽
死
事
例
で
は
ほ
と
ん

ど
見
ら
れ
な
い
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
事
実
的
レ
ベ
ル
で
は
、
不
治
の
病
に
冒
さ
れ
た
患
者
を
生
き
永
ら
え
さ
せ
る
こ
と
は
、

（
８
）

（
９
）

（

）
１０

（

）
１１

（

）
１２

（

）
１３

（

）
１４
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社
会
の
負
担
と
本
人
の
苦
痛
を
増
大
さ
せ
る
た
め
、
安
楽
死
を
合
法
化
す
る
べ
き
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し

て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
①
社
会
は
人
間
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
、

②
安
楽
死
は
、
科
学
の
進
歩
を
停
滞
さ
せ
る
、
③
安
楽
死
の
合
法
化
は
、
無
用
で
社
会
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
罪
悪
感
を
感
じ

つ
つ
な
お
も
生
き
続
け
た
い
と
願
う
障
害
者
、
高
齢
者
、
不
治
の
病
に
苦
し
む
病
者
に
対
し
許
し
が
た
い
圧
力
を
加
え
る
、
④
不
治
の

病
と
い
う
概
念
は
、
科
学
の
進
歩
に
よ
り
治
療
法
の
発
見
や
苦
痛
の
軽
減
が
期
待
さ
れ
る
今
日
に
お
い
て
は
、
特
に
規
定
す
る
こ
と
が

困
難
な
状
況
に
あ
る
、
⑤
死
を
願
う
当
事
者
の
決
定
は
、
完
全
に
自
由
と
は
い
え
な
い
場
合
も
多
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
学
説
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
安
楽
死
合
法
化
を
否
定
し
、
一
九
四
九
年
一
一
月
一
四
日
の
倫
理
学
・
政
治
学
ア
カ
デ
ミ
ー
の
声
明
も
同

一
の
見
解
を
示
し
た
と
い
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
積
極
的
安
楽
死
を
否
定
す
る
法
的
・
理
論
的
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
唯
一
、
後
述
す
る
二
〇

〇
五
年
の
尊
厳
死
法
（
本
稿
第
四
章
参
照
）
に
よ
り
、
緩
和
ケ
ア
の
目
的
で
行
う
治
療
が
結
果
的
に
死
を
早
め
る
間
接
的
安
楽
死
の
場

合
に
、
医
師
を
免
責
す
る
規
定
が
立
法
化
さ
れ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。

３

判
例

フ
ラ
ン
ス
の
メ
デ
ィ
ア
で
近
年
大
々
的
に
報
道
さ
れ
た
マ
レ
ー
ブ
ル
事
件
や
ア
ン
ベ
ー
ル
事
件
は
、
積
極
的
安
楽
死
が
問
題
と
な
っ

た
事
件
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
刑
法
判
例
と
し
て
判
例
集
に
登
載
さ
れ
た
も
の
は
多
く
は
な
い
。
古
く
は
一
九
世
紀
以
来
、
重
罪
公

訴
部
は
、
同
情
や
憐
れ
み
に
よ
り
被
害
者
を
安
楽
死
さ
せ
た
行
為
者
を
故
殺
罪
や
謀
殺
罪
の
嫌
疑
で
重
罪
院
に
送
っ
て
き
た
が
、
重
罪

院
は
、
被
告
人
を
無
罪
に
し
な
い
場
合
で
も
非
常
に
寛
大
な
態
度
を
見
せ
て
い
た
と
い
う
。
一
方
で
、
純
粋
な
安
楽
死
と
は
い
え
な
い

事
例
（
後
述（
１
））
や
支
配
力
の
濫
用
に
当
た
る
よ
う
な
事
例
（
後
述（
２
））
で
は
、
被
告
人
に
厳
し
い
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。

（

）
１５

（

）
１６

（

）
１７

（

）
１８

（

）
１９
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（
１
）

ト
ゥ
ル
ー
ズ
大
審
裁
判
所
一
九
七
三
年
八
月
九
日
判
決

本
件
は
、
精
神
的
苦
痛
を
理
由
と
し
て
自
殺
を
望
ん
だ
被
害
者
の
依
頼
に
よ
り
、
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
・
ホ
ー
ス
を
車
内
に
差
し
込

む
こ
と
に
よ
り
被
害
者
を
殺
害
し
た
行
為
者
が
、
故
殺
罪
に
問
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
本
来
的
な
安
楽
死
の
判
例
で
は
な
い
が
、
生
命

侵
害
に
つ
い
て
は
被
害
者
の
同
意
が
犯
罪
の
成
否
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
例
と
し
て
、
教
科
書
等
の
安
楽
死
の
項
に
よ
く
引
用
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。

（
２
）

破
毀
院
刑
事
部
一
九
九
三
年
六
月
八
日
判
決

本
件
は
、
支
配
力
を
持
つ
被
告
人
（
女
性
）
と
共
同
で
詐
欺
事
件
を
起
こ
し
た
気
弱
で
神
経
質
な
同
僚
が
、
起
訴
を
免
れ
る
た
め
と

い
う
被
告
人
の
助
言
の
下
に
自
殺
を
決
意
し
、
被
告
人
の
与
え
た
毒
物
に
よ
り
死
亡
し
た
と
い
う
も
の
で
、
被
告
人
を
毒
殺
罪
で
有
罪

と
し
た
ナ
ン
シ
ー
控
訴
院
（
重
罪
部
）
一
九
九
三
年
二
月
二
日
判
決
を
是
認
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）

破
毀
院
刑
事
部
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
二
〇
日
判
決

本
件
は
、
一
九
九
七
年
、
若
い
看
護
師
が
病
院
に
入
院
中
の
昏
睡
状
態
に
陥
っ
た
末
期
患
者
七
人
を
安
楽
死
さ
せ
た
故
殺
罪
の
容
疑

で
重
罪
院
に
移
送
す
る
決
定
を
下
し
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
控
訴
院
（
重
罪
部
）
二
〇
〇
〇
年
九
月
一
三
日
決
定
に
対
し
、
被
告
人
が
特
別

抗
告
し
た
事
案
で
、
破
毀
院
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
控
訴
院
の
決
定
を
是
認
し
て
特
別
抗
告
を
棄
却
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
尊
厳
死
に
つ
い
て

１

定
義

（

）
２０

（

）
２１

（

）
２２
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前
述
の
よ
う
に
、
尊
厳
死
と
は
、
無
用
な
延
命
治
療
を
中
止
し
、
患
者
に
尊
厳
を
持
っ
た
死
を
迎
え
さ
せ
る
行
為
で
、
消
極
的
安
楽

死
と
も
呼
ば
れ
る
。

２

刑
法
規
定
の
適
用
可
能
性

（
１
）

構
成
要
件
（
実
行
行
為
）

消
極
的
安
楽
死
に
対
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法
上
、「
危
険
に
瀕
し
て
い
る
者
へ
の
不
救
助
罪
（l’om

ission
de
porter

secours

à
une

personne
en
péril

、
第
二
二
三
─
六
条
二
項
＝
五
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
七
万
五
千
ユ
ー
ロ
以
下
の
罰
金
）」
の
適
用
が
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
故
意
の
不
作
為
犯
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
刑
法
上
、
い
わ
ゆ
る
不
真
正
不
作
為
犯
は
罪
刑
法
定
主
義
（
刑
罰
法
規

厳
格
解
釈
の
原
則
）
違
反
を
理
由
と
し
て
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
ず
、
各
則
に
規
定
さ
れ
た
真
正
不
作
為
犯
の
み
が
可
罰
的
で
あ
る
が
、

そ
の
処
罰
根
拠
は
、
わ
が
国
同
様
、
法
令
ま
た
は
条
理
上
の
作
為
義
務
違
反
（le

non-respet
d’une

obligation
de
faire

）
に
求
め

ら
れ
る
た
め
、
尊
厳
死
が
問
題
と
な
る
場
面
で
は
、
医
師
の
治
療
義
務
の
限
界
が
考
慮
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）

違
法
性
阻
却

上
述
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
被
害
者
の
同
意
の
な
い
こ
と
が
当
然
に
犯
罪
の
構
成
要
素
と
な
っ
て
い
る
一
定
の
犯
罪
（
財
産

犯
や
性
的
自
由
に
対
す
る
罪
な
ど
）
を
除
き
、
被
害
者
の
同
意
は
犯
罪
の
成
否
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
し
か
し
、
判
例
上
、
医
師
の

治
療
差
し
控
え
が
殺
人
罪
に
問
わ
れ
た
事
例
を
免
訴
と
し
た
判
例
（
後
述
３
─（
１
）参
照
）
が
存
在
し
て
い
た
背
景
に
は
、
前
述
し
た

医
師
の
治
療
義
務
の
限
界
へ
の
配
慮
と
患
者
の
自
己
決
定
権
の
重
視
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ら
は
、
後
述
の
二
〇
〇
五
年
尊
厳
死
法
の
立
法
に
つ
な
が
り
、
患
者
に
よ
る
治
療
拒
否
の
権
利
が
医
師
の
不
救
助
に
対
す
る
違

（

）
２３
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法
性
を
阻
却
す
る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
。

３

判
例

（
１
）

破
毀
院
刑
事
部
一
九
七
三
年
一
月
三
日
判
決

本
件
は
、
患
者
の
「
執
拗
か
つ
、
攻
撃
的
と
さ
え
い
え
る
拒
否
を
理
由
と
し
て
」
そ
れ
以
上
の
治
療
を
差
し
控
え
、
過
失
致
死
に
問

わ
れ
た
医
師
に
対
し
、
い
か
な
る
過
失
も
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
免
訴
の
言
い
渡
し
を
し
た
パ
リ
控
訴
院
（
重
罪
部
）
一
九
七
一
年
五

月
二
五
日
決
定
を
是
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
三
）
二
〇
〇
五
年
尊
厳
死
法
の
成
立

１

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
安
楽
死
・
尊
厳
死
を
め
ぐ
る
議
論
及
び
立
法
過
程

フ
ラ
ン
ス
で
初
め
て
、
無
用
な
延
命
治
療
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
の
は
、
一
九
六
四
年
に
発
表
さ
れ
た
『
病
人
と
そ
の
医
師
─
医
師
の

職
業
倫
理
』
に
お
い
て
、「
治
療
上
の
執
拗
さ
（acharnem

ent
thérapeutique

）」
と
い
う
表
現
を
初
め
て
用
い
た
ジ
ャ
ン
・
ロ
ベ
ー

ル
・
ド
ゥ
ブ
レ
（Jean-R
obert

D
ebray

）
博
士
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
一
九
七
八
年
に
消
極
的
安
楽
死
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
カ

イ
ヤ
ヴ
ェ
（C
aillavet

）
法
案
が
提
出
・
否
決
さ
れ
た
の
を
嚆
矢
と
し
て
、
一
九
八
九
年
の
ブ
フ
・
ロ
ク
ル
ネ
（B

œ
uf=Laucournet

）

法
案
、
一
九
九
七
年
の
ビ
ア
ル
ネ
（B

iarnès

）
法
案
の
提
出
・
否
決
を
経
て
、
徐
々
に
こ
の
問
題
に
関
す
る
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
。

そ
の
間
、
社
会
的
な
注
目
を
集
め
た
マ
レ
ー
ブ
ル
事
件
や
デ
ュ
フ
ォ
ー
事
件
が
起
き
た
後
、
国
立
倫
理
諮
問
委
員
会
（C

C
N
E

）
は
、

二
〇
〇
〇
年
一
月
二
七
日
の
勧
告
に
お
い
て
、
一
定
の
自
殺
幇
助
の
要
求
は
、「
真
摯
で
、
決
定
的
で
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
助
け
を
求

め
て
い
る
」
と
考
え
、「
連
帯
の
誓
い
と
安
楽
死
の
例
外
」
と
い
う
言
葉
で
安
楽
死
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
応
え
る
こ
と

（

）
２４

（

）
２５

（

）
２６

（

）
２７

（

）
２８

（

）
２９

（

）
３０

（

）
３１
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を
提
案
し
た
。

さ
ら
に
、
二
〇
〇
三
年
に
は
有
名
な
ア
ン
ベ
ー
ル
事
件
が
起
こ
っ
た
た
め
、
シ
ラ
ク
大
統
領
と
政
府
の
要
請
で
国
民
議
会
に
「
終
末

期
の
看
取
り
に
関
す
る
調
査
会
（M

ission
parlem

entaire
sur
l’accom

pagnem
ent
de
la
fin
de
vie

）」
が
設
置
さ
れ
た
。
同
調

査
会
は
、
二
〇
〇
四
年
六
月
末
に
報
告
書
を
提
出
し
、
①
終
末
期
に
お
け
る
患
者
の
延
命
治
療
拒
否
権
の
明
文
化
、
②
患
者
に
よ
る
緩

和
医
療
方
針
事
前
指
示
書
に
関
す
る
規
定
の
明
文
化
、
③
い
わ
ゆ
る
消
極
的
安
楽
死
の
容
認
と
積
極
的
安
楽
死
の
否
認
等
を
提
案
し

た
。
そ
れ
を
基
に
起
草
さ
れ
た
尊
厳
死
法
案
が
、
ジ
ャ
ン
・
レ
オ
ネ
ッ
テ
ィ
（Jean

Leonetti

）
議
員
を
始
め
と
す
る
三
〇
名
余
の
議

員
の
署
名
に
よ
る
法
案
と
し
て
同
年
一
〇
月
に
国
民
議
会
（
下
院
）
に
提
出
さ
れ
、
一
一
月
三
〇
日
に
可
決
さ
れ
た
。
元
老
院
（
上
院
）

で
は
翌
二
〇
〇
五
年
四
月
一
二
日
に
可
決
さ
れ
て
成
立
し
、
四
月
二
三
日
に
公
布
さ
れ
た
。

２

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
緩
和
医
療
（soins

palliatifs

）
の
充
実

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
安
楽
死
・
尊
厳
死
問
題
の
検
討
と
同
時
に
、
苦
し
ん
で
い
る
患
者
の
緩
和
ケ
ア
の
充
実
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ

点
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
正
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
賢
明
な
バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
見
て
取
れ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
一
九
八
六
年
八
月
二
六
日
の
通
達
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
保
険
シ
ス
テ
ム
の
中
に
緩
和
医
療
単
位
（des

unités
de
soins

palliatifs
(U
SP)

）
と
い
う
も
の
を
創
設
し
、
緩
和
医
療
に
第
一
歩
を
踏
み
出
さ
せ
た
と
い
う
。
次
い
で
一
九
九
一
年
七
月
三
一
日
法

は
、
医
療
機
関
は
今
後
「
患
者
の
状
態
が
要
求
す
る
場
合
、
予
防
医
療
、
治
療
、
ま
た
は
緩
和
医
療
を
惜
し
み
な
く
与
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
公
衆
衛
生
法
典
第

六
一
一
二
─
二
条
）」
と
規
定
し
、
緩
和
医
療
を
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
任
務
に
指
定
し
た
。

L.

さ
ら
に
、
一
九
九
九
年
六
月
九
日
法
は
、
緩
和
医
療
（
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
）
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
「
そ
の
状
態
が
そ
れ
を
要
求
す
る
す

べ
て
の
病
人
」、
す
な
わ
ち
終
末
期
に
限
ら
れ
な
い
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
た
権
利
で
あ
る
（
同
法
典

一
一
一
〇
─
九
条
）
と
し
て
対

L.

（

）
３２

（

）
３３

（

）
３４

（

）
３５

（

）
３６

（

）
３７

（

）
３８

（

）
３９
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象
を
拡
大
す
る
と
共
に
、
尊
属
、
卑
属
ま
た
は
同
居
す
る
人
が
終
末
期
に
あ
る
場
合
に
す
べ
て
の
給
与
労
働
者
に
介
護
休
暇
権
を
創
設

し
（
労
働
法
典

二
二
五
─
一
五
条
）、
終
末
期
に
あ
る
患
者
の
介
護
ヴ
ォ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
い
う
地
位
を
与
え
た
。
同
法
は
、
緩
和
医
療

L.

を
「
施
設
又
は
住
居
に
お
い
て
、
各
専
門
分
野
に
ま
た
が
る
医
師
の
チ
ー
ム
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
能
動
的
か
つ
持
続
的
な
医
療
で

あ
」
り
、「
苦
痛
を
和
ら
げ
、
精
神
的
な
苦
し
み
を
軽
減
し
、
患
者
の
尊
厳
を
守
り
、
か
つ
患
者
の
周
囲
の
人
た
ち
を
支
え
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
」
も
の
と
定
義
し
、
緩
和
医
療
に
よ
っ
て
、
人
間
の
尊
厳
を
保
ち
つ
つ
死
に
ゆ
く
権
利
を
す
べ
て
の
患
者
に
与
え
る
フ
ラ
ン

ス
で
初
め
て
の
法
律
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
当
時
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ク
シ
ュ
ネ
ル
（B
ernard

K
ouchner

）
保
健
担
当
相
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
か
ら
ク
シ
ュ
ネ

ル
法
と
も
呼
ば
れ
る
患
者
の
権
利
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
法
は
、

公
衆
衛
生
法
典
中
に
「
苦
痛
の
緩
和
を
目
的
と
す
る
治

療
を
受
け
る
す
べ
て
の
人
の
権
利
（
同
法
典

一
一
一
〇
─
五
条
三
項
）」
を
規
定
し
た
。
同
法
第
六
条
は
、
あ
ら
ゆ
る
患
者
の
徹
底
し

L.

た
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
権
利
を
明
記
し
た
上
、
患
者
の
自
ら
の
健
康
に
関
す
る
決
定
権
（
同
法
典

一
一
一
一
─
四

L.

条
）
を
規
定
し
て
い
る
。
医
師
は
、
治
療
の
選
択
結
果
を
知
ら
せ
た
後
の
患
者
本
人
の
決
定
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時

に
、
治
療
拒
否
が
生
命
に
危
険
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
必
要
な
治
療
を
受
け
る
よ
う
説
得
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
て

い
る
。

３

二
〇
〇
五
年
尊
厳
死
法
の
内
容

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
尊
厳
死
法
の
特
徴
は
、
オ
ラ
ン
ダ
や
ベ
ル
ギ
ー
の
安
楽
死
法
と
は
異
な
り
、
積
極

的
安
楽
死
を
容
認
し
て
刑
法
典
を
改
正
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
刑
法
上
の
犯
罪
と
し
て
否
認
し
つ
つ
、「
不
合
理
に
執

拗
な
（
延
命
）
治
療
の
拒
否
」
と
い
う
患
者
の
自
己
決
定
権
を
尊
重
し
、
そ
の
中
止
（
消
極
的
安
楽
死
）
を
認
め
て
医
師
を
免
責
す
る

（

）
４０

（

）
４１

（

）
４２

（

）
４３

（

）
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安楽死・尊厳死をめぐる日仏の法的対応について（二・完）

（阪大法学）５８（２-11）265〔２００８．７〕



た
め
の
手
続
き
要
件
を
厳
格
に
規
定
し
、
さ
ら
に
緩
和
医
療
の
充
実
に
伴
う
間
接
的
安
楽
死
を
も
一
定
の
限
度
で
許
容
し
よ
う
と
す
る

法
律
で
あ
る
。
条
文
は
全
部
で
一
五
条
あ
り
、
尊
厳
死
の
実
施
に
関
す
る
規
定
（
第
一
条
～
第
一
〇
条
）
と
、
尊
厳
死
の
実
施
施
設
に

関
す
る
規
定
（
第
一
一
条
～
第
一
四
条
）
と
に
分
か
れ
て
い
る
。

（
１
）

尊
厳
死
の
実
施
に
関
す
る
規
定
（
第
一
条
～
第
一
〇
条
）

ⅰ

フ
ラ
ン
ス
尊
厳
死
法
（
以
下
、
単
に
尊
厳
死
法
と
い
う
）
第
一
条
及
び
第
二
条
は
、
前
述
の
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
法
に
よ
っ
て

新
設
さ
れ
た
公
衆
衛
生
法
典

一
一
一
〇
─
五
条
を
以
下
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

L.

ま
ず
、

一
一
一
〇
─
五
条
一
項
は
、
患
者
の
最
も
適
切
で
効
果
的
な
治
療
を
受
け
る
権
利
を
規
定
し
て
い
る
が
、「
医
師
は
患
者
の

L.

苦
痛
を
取
り
除
く
こ
と
が
主
た
る
任
務
で
あ
り
、
治
療
等
を
常
軌
を
逸
す
る
ほ
ど
の
執
拗
さ
で
行
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
第
二
項
を

加
え
た
。

次
に
、

一
一
一
〇
─
五
条
四
項
は
、「
患
者
が
い
か
な
る
状
況
下
で
も
苦
痛
緩
和
の
た
め
の
治
療
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い
る
」

L.

と
規
定
す
る
。

一
一
一
〇
─
五
条
最
終
項
は
、
苦
痛
を
緩
和
す
る
一
方
で
患
者
の
生
命
を
縮
め
る
効
果
を
持
つ
治
療
法
を
採
る
可
能

L.

性
を
示
し
、
医
師
は
、
こ
の
よ
う
な
治
療
を
行
う
場
合
、
患
者
自
身
に
死
期
が
早
ま
る
可
能
性
を
伝
え
て
同
意
を
得
る
こ
と
、
ま
た
は
、

「
信
頼
で
き
る
相
談
人
」
や
家
族
、
そ
れ
ら
が
欠
け
る
場
合
に
は
近
親
者
に
伝
え
て
同
意
を
得
る
必
要
性
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

ⅱ

尊
厳
死
法
第
三
条
な
い
し
第
五
条
は
、
二
〇
〇
二
年
法
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
同
法
典

一
一
一
一
─
四
条
を
改
正
す
る
。

L.

ま
ず
、

一
一
一
一
─
四
条
の
二
項
は
、「
医
師
は
、
治
療
の
選
択
の
結
果
を
患
者
に
知
ら
せ
た
後
の
患
者
の
決
定
を
尊
重
し
な
け
れ

L.

ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る
が
、
尊
厳
死
法
第
三
条
は
、

一
一
一
一
─
四
条
二
項
を
改
正
し
、
ど
の
よ
う
な
治
療
で
あ
っ
て
も
患
者

L.

は
拒
否
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
明
記
し
た
。

（

）
４５
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第
二
に
、
尊
厳
死
法
第
四
条
は
、
同
法
典

一
一
一
一
─
四
条
の
二
項
に
、
意
識
が
あ
り
、
必
ず
し
も
終
末
期
に
は
い
な
い
患
者
の

L.

治
療
拒
否
の
要
件
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
こ
の
場
合
、
治
療
の
続
行
を
説
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
患
者
の
生
命
の
維
持
が
患
者
の
意

思
に
優
先
す
る
の
が
原
則
だ
が
、
治
療
の
拒
否
を
当
該
患
者
が
主
張
す
る
場
合
は
、
以
下
の
三
要
件
を
満
た
す
こ
と
で
尊
厳
死
を
実
行

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
治
療
中
止
又
は
中
断
結
果
の
告
知
を
う
け
る
こ
と
、
②
そ
の
告
知
に
よ
っ

て
も
尊
厳
死
を
求
め
る
意
思
が
変
化
し
な
い
旨
を
繰
り
返
し
表
明
す
る
こ
と
、
③
医
師
団
に
よ
る
合
議
を
経
た
上
で
、
尊
厳
死
の
実
行

が
決
定
さ
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

第
三
に
、
尊
厳
死
法
第
五
条
は
、
同
法
典

一
一
一
一
─
四
条
に
五
項
を
付
加
し
、
意
識
の
な
い
者
で
必
ず
し
も
終
末
期
に
は
い
な

L.

い
患
者
に
つ
い
て
、
治
療
中
止
又
は
中
断
（
尊
厳
死
実
行
）
の
三
要
件
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
信
頼
で
き
る
相
談
人
、

家
族
及
び
近
親
者
等
か
ら
、
尊
厳
死
の
実
行
に
つ
き
意
見
を
聴
取
し
、
患
者
の
意
思
の
代
弁
と
し
て
尊
厳
死
を
実
行
す
べ
き
と
の
意
見

が
出
る
こ
と
、
②
患
者
の
事
前
指
示
書
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
参
照
し
、
患
者
の
尊
厳
死
へ
の
意
思
を
確
認
す
る
こ
と
、
③
医
師
団
に
よ
る

合
議
を
経
た
上
で
、
尊
厳
死
の
実
行
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。

ⅲ

尊
厳
死
法
第
六
条
な
い
し
第
九
条
は
、
同
法
典

一
一
一
一
─
九
条
の
後
に
第
一
〇
条
か
ら
第
一
三
条
を
新
設
す
る
。

L.

第
一
に
、

一
一
一
一
─
一
〇
条
を
新
設
し
、
終
末
期
に
あ
り
、
意
識
の
あ
る
患
者
が
尊
厳
死
を
望
ん
だ
場
合
、
患
者
の
意
思
を
尊

L.

重
す
べ
き
こ
と
を
規
定
す
る
。
こ
の
場
合
、
①
治
療
中
止
又
は
中
断
結
果
の
告
知
を
う
け
る
こ
と
、
②
そ
の
告
知
に
よ
っ
て
も
尊
厳
死

を
求
め
る
意
思
が
変
化
し
な
い
旨
を
繰
り
返
し
表
明
す
る
こ
と
、
③
医
師
団
に
よ
る
合
議
を
経
た
上
で
、
尊
厳
死
の
実
行
が
決
定
さ
れ

る
こ
と
、
と
い
う
三
要
件
を
満
た
す
と
き
、
原
則
と
し
て
医
師
は
患
者
の
意
思
を
尊
重
し
、
消
極
的
安
楽
死
に
該
当
す
る
尊
厳
死
を
実

行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

第
二
に
、

一
一
一
一
─
一
一
条
を
新
設
し
、
事
前
指
示
書
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

L.
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第
三
に
、

一
一
一
一
─
一
二
条
を
新
設
し
、
信
頼
で
き
る
相
談
人
の
意
見
に
与
え
ら
れ
る
価
値
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、

L.

患
者
の
事
前
指
示
書
を
除
き
、
信
頼
で
き
る
相
談
人
の
意
見
は
、
他
の
非
医
学
的
意
見
に
優
先
す
る
と
規
定
さ
れ
る
。

第
四
に
、

一
一
一
一
─
一
三
条
を
新
設
し
、
意
識
が
な
く
、
終
末
期
に
あ
る
患
者
に
つ
い
て
、
治
療
中
止
又
は
中
断
諸
要
件
に
つ

L.

い
て
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
信
頼
で
き
る
相
談
人
、
家
族
及
び
近
親
者
等
か
ら
、
尊
厳
死
の
実
行
に
つ
き
意
見
を
聴
取
し
、
患
者

の
意
思
の
代
弁
と
し
て
尊
厳
死
を
実
行
す
べ
き
と
の
意
見
が
出
る
こ
と
、
②
患
者
の
事
前
指
示
書
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
参
照
し
、
患
者
の

尊
厳
死
へ
の
意
思
を
確
認
す
る
こ
と
、
③
医
師
団
に
よ
る
合
議
を
経
た
上
で
、
尊
厳
死
の
実
行
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の

プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
、
深
刻
な
不
治
の
病
の
進
行
し
た
状
態
又
は
末
期
状
態
に
あ
る
患
者
の
場
合
、
当
然
に
尊
厳
死
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
と
規
定
し
て
い
る
。

（
２
）

尊
厳
死
の
実
施
施
設
に
関
す
る
規
定
（
第
一
一
条
～
第
一
四
条
）

尊
厳
死
法
第
一
一
条
か
ら
第
一
四
条
は
、
公
衆
衛
生
法
典
に
、
尊
厳
死
を
実
施
す
る
病
院
施
設
等
に
対
す
る
規
定
を
追
加
す
る
。

第
一
に
、
同
法
典

六
一
一
四
─
二
条
を
改
正
し
、
尊
厳
死
を
実
施
す
る
病
院
施
設
と
州
病
院
庁
と
の
契
約
に
つ
い
て
規
定
し
て
い

L.

る
。

六
一
一
四
─
一
条
に
よ
れ
ば
、
各
病
院
施
設
は
、
州
病
院
庁
と
複
数
年
（
最
大
五
年
間
）
の
契
約
を
結
び
、
当
該
施
設
の
目
的

L.

と
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
を
決
定
す
る
。
第
一
一
条
に
よ
り
、
こ
の
契
約
に
お
い
て
緩
和
医
療
を
明
記
す
べ
き
こ
と
が
定
め
ら

れ
る
。
特
に
、
緩
和
医
療
を
実
際
に
実
施
す
る
施
設
内
の
部
門
、
緩
和
医
療
に
携
る
相
談
医
の
数
及
び
緩
和
医
療
に
割
か
れ
る
病
床
の

数
を
当
該
契
約
に
明
記
す
べ
き
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、

六
一
四
三
─
二
─
二
条
を
新
設
し
、
各
病
院
施
設
で
策
定
す
る
医
療
計
画
内
に
緩
和
医
療
を
位
置
づ
け
る
こ
と
を
規
定

L.

す
る
。

六
一
四
三
─
二
─
一
条
に
お
い
て
、
公
共
の
医
療
施
設
は
、
労
使
の
交
渉
の
上
で
、
施
設
の
社
会
的
政
策
の
一
般
的
目
的
及

L.
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び
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
措
置
を
定
め
る
社
会
計
画
（le

projet
social

）
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
を
受
け
て
、
公
共
の
医
療
施
設
は
独
自
の
医
療
計
画
を
定
め
、
そ
の
中
に
緩
和
医
療
を
明
記
す
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
福
祉
厚
生
施
設
又
は
医
療
福
祉
厚
生
施
設
で
策
定
さ
れ
る
べ
き
計
画
に
緩
和
医
療
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
よ
う
規
定
す
る
。

社
会
活
動
・
家
族
法
典

第
三
一
一
─
八
条
は
、
福
祉
厚
生
施
設
又
は
医
療
福
祉
厚
生
施
設
が
目
的
、
協
力
及
び
活
動
評
価
等
を
規
定

L.

し
た
計
画
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
が
、
こ
の
計
画
中
で
実
際
に
緩
和
医
療
を
行
う
課
や
そ
の
た
め
の
措
置

に
つ
い
て
明
記
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
同
法
典

三
一
三
─
一
二
条
を
改
正
し
、
要
介
護
老
人
収
容
施
設
が
県
知
事
及
び
県

L.

議
会
と
結
ぶ
複
数
年
契
約
に
お
い
て
、
緩
和
医
療
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
行
う
よ
う
規
定
す
る
。

（
３
）

尊
厳
死
実
行
の
た
め
の
要
件
・
手
続
き

上
記（
１
）で
検
討
し
た
尊
厳
死
法
の
内
容
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
尊
厳
死
実
行
上
の
要
件
を
再
整
理
す
れ
ば
、
以
下
の
五
要
件

と
な
ろ
う
。

ⅰ

医
師
団
に
よ
る
合
議
…
尊
厳
死
の
判
断
は
、
一
人
の
医
師
で
は
な
く
、
複
数
の
医
師
の
合
議
体
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
る
。

ⅱ

患
者
の
意
思
の
繰
り
返
し
の
表
明
…
患
者
が
尊
厳
死
の
意
思
を
表
明
し
て
も
、
そ
の
後
適
当
な
時
間
を
置
い
た
上
で
、
繰
り
返

し
そ
の
意
思
を
表
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
状
況
に
よ
り
患
者
の
意
思
が
変
化
し
う
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
も

揺
る
が
な
い
確
固
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
医
師
が
確
認
す
る
た
め
に
、
繰
り
返
し
の
意
思
表
明
が
必
要
で
あ
る
。

ⅲ

治
療
中
止
又
は
中
断
結
果
の
告
知
…
尊
厳
死
を
望
む
患
者
に
対
し
、
治
療
中
止
又
は
中
断
結
果
の
告
知
は
必
ず
行
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
告
知
に
よ
っ
て
も
患
者
の
意
思
が
変
化
し
な
い
場
合
、
医
師
は
原
則
的
と
し
て
患
者
の
意
図
を
尊
重
し
、
尊
厳
死
を
実

行
す
べ
き
こ
と
と
な
る
。

（

）
４６
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ま
た
、
患
者
の
意
思
表
明
が
不
可
能
な
場
合
の
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
要
件
が
あ
る
。

ⅳ

信
頼
で
き
る
相
談
人
（personne

de
confiance

）
か
ら
の
意
見
聴
取
：
患
者
は
、
親
、
近
親
者
又
は
か
か
り
つ
け
の
医
師
等

か
ら
な
る
「
信
頼
で
き
る
相
談
人
」
を
指
名
で
き
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ⅴ

事
前
指
示
書
の
参
照
：
事
前
指
示
書
と
は
、
い
わ
ゆ
る
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
患
者
が
終
末
期
に
お
い
て

意
思
の
表
明
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
の
た
め
に
、
延
命
治
療
に
関
す
る
意
思
を
表
示
し
た
書
面
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
成
人
は
、
こ
の

書
面
を
あ
ら
か
じ
め
作
成
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
か
つ
、
作
成
し
た
事
前
指
示
書
は
い
つ
で
も
取
り
消
し
が
可
能
で
あ
る
と

規
定
さ
れ
る
。
事
前
指
示
書
の
効
力
は
作
成
後
三
年
以
内
で
あ
る
。

最
後
に
、
患
者
の
容
態
に
よ
っ
て
尊
厳
死
の
手
続
き
は
若
干
異
な
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
整
理
し
て
お
く
。

ⅰ

意
識
が
あ
り
、
必
ず
し
も
終
末
期
に
は
い
な
い
者
（
公
衆
衛
生
法
典

一
一
一
一
─
四
条
二
項
）
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て

L.

治
療
続
行
を
説
得
し
、
患
者
の
生
命
の
維
持
が
患
者
の
意
思
に
優
先
す
る
。
た
だ
し
、
肉
体
的
か
つ
精
神
的
な
苦
痛
等
で
尊
厳
死
を
望

む
場
合
は
、
①
治
療
の
中
止
又
は
中
断
の
結
果
の
告
知
を
受
け
、
②
患
者
自
身
が
尊
厳
死
の
実
施
へ
の
意
思
を
繰
り
返
し
表
明
し
、
③

医
師
団
の
合
議
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
尊
厳
死
が
実
行
さ
れ
う
る
。

ⅱ

意
識
が
あ
り
、
終
末
期
に
あ
る
患
者
（
同
法
典

一
一
一
一
─
一
〇
条
）
に
つ
い
て
は
、
①
治
療
の
中
止
又
は
中
断
の
結
果
の

L.

告
知
を
受
け
、
②
患
者
自
身
が
尊
厳
死
の
実
施
へ
の
意
思
を
繰
り
返
し
表
明
し
、
③
医
師
団
の
合
議
を
経
れ
ば
、
医
師
は
原
則
的
と
し

て
患
者
の
意
思
を
尊
重
し
、
尊
厳
死
を
実
行
す
る
。

ⅲ

意
識
が
な
く
、
必
ず
し
も
終
末
期
に
は
い
な
い
患
者
（
同
法
典

一
一
一
一
─
四
条
五
項
）
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
患

L.

者
の
生
命
の
維
持
が
患
者
の
意
思
に
優
先
す
る
。
た
だ
し
、
①
信
頼
で
き
る
相
談
人
等
か
ら
、
尊
厳
死
を
実
行
す
べ
き
と
の
意
見
が
出
、
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②
患
者
の
事
前
指
示
書
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
参
照
し
、
患
者
の
尊
厳
死
へ
の
意
思
を
確
認
し
た
上
で
、
③
医
師
団
に
よ
る
合
議
を
経
れ
ば
、

尊
厳
死
を
実
行
し
う
る
。

ⅳ

意
識
が
な
く
、
終
末
期
に
あ
る
患
者
（
同
法
典

一
一
一
一
─
一
三
条
）
に
つ
い
て
は
、
①
信
頼
で
き
る
相
談
人
等
か
ら
尊
厳

L.

死
を
実
行
す
べ
き
と
の
意
見
が
出
、
②
患
者
の
事
前
指
示
書
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
参
照
し
、
患
者
の
尊
厳
死
へ
の
意
思
を
確
認
し
た
上
で
、

③
医
師
団
に
よ
る
合
議
を
経
れ
ば
、
原
則
的
に
、
尊
厳
死
を
実
行
す
る
こ
と
と
な
る
。

四

お

わ

り

に

以
上
、
安
楽
死
・
尊
厳
死
を
め
ぐ
る
日
仏
の
判
例
・
学
説
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
日
本
の
厚
生
労
働
省
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
公
表
と
い

う
対
応
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
尊
厳
死
法
」
立
法
と
い
う
対
応
と
を
対
比
す
る
形
で
紹
介
し
た
。

安
楽
死
問
題
は
歴
史
上
常
に
存
在
し
た
も
の
の
、
消
極
的
安
楽
死
で
あ
る
尊
厳
死
問
題
は
、
延
命
治
療
法
の
発
展
・
確
立
と
共
に
生

じ
た
比
較
的
新
し
い
問
題
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
一
九
七
六
年
の
カ
レ
ン
・
ア
ン
・
ク
イ
ン
ラ
ン
裁
判

の
数
ヵ
月
後
に
、
す
で
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
患
者
の
事
前
意
思
に
よ
る
延
命
治
療
の
中
止
を
認
め
る
「
自
然
死
法
」
が
成
立
し
、

一
九
九
〇
年
代
の
ナ
ン
シ
ー
・
ク
ル
ー
ザ
ン
裁
判
を
契
機
と
し
て
治
療
拒
否
権
を
含
む
「
死
ぬ
権
利
」
が
認
知
さ
れ
、
一
九
九
一
年
の

連
邦
「
患
者
の
自
己
決
定
権
法
」
や
一
九
九
七
年
の
オ
レ
ゴ
ン
州
「
尊
厳
死
法
」
再
可
決
に
つ
な
が
っ
た
。
世
界
で
初
め
て
積
極
的
安

楽
死
を
容
認
し
た
一
九
九
六
年
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
部
準
州
の
法
律
は
、
翌
一
九
九
七
年
連
邦
法
に
よ
り
無
効
と
さ
れ
た
も
の
の
、

二
〇
〇
一
年
に
オ
ラ
ン
ダ
で
、
二
〇
〇
二
年
に
は
ベ
ル
ギ
ー
で
い
わ
ゆ
る
積
極
的
安
楽
死
を
認
め
る
「
安
楽
死
法
」
が
成
立
し
、
共
に

二
〇
〇
二
年
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、
わ
が
国
で
は
、
一
九
七
六
年
に
日
本
尊
厳
死
協
会
（
一
九
八
三
年
改
称
）
の
前
身
と
な
る
日
本
安
楽
死
協
会
が
設
立
さ
れ
、

（

）
４７

（

）
４８

（

）
４９

安楽死・尊厳死をめぐる日仏の法的対応について（二・完）

（阪大法学）５８（２-17）271〔２００８．７〕



消
極
的
安
楽
死
の
合
法
化
や
リ
ビ
ン
グ
・
ウ
ィ
ル
の
推
進
が
図
ら
れ
、
一
九
九
四
年
に
は
日
本
学
術
会
議
も
尊
厳
死
を
容
認
し
た
が
、

前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
九
五
年
の
横
浜
地
裁
平
成
七
年
三
月
二
八
日
判
決
が
安
楽
死
・
尊
厳
死
の
許
容
要
件
に
つ
い
て
言
及
し

た
も
の
の
立
法
作
業
は
行
わ
れ
ず
、
一
一
年
後
の
二
〇
〇
六
年
、
射
水
市
市
民
病
院
事
件
報
道
を
契
機
と
し
て
作
成
に
着
手
さ
れ
た
厚

生
労
働
省
「
緩
和
医
療
の
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
二
〇
〇
七
年
に
よ
う
や
く
公
表
さ
れ
た
と
い
う
状
況
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
、
革
新
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
（
判
例
法
）
系
の
米
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
お
よ
び
ベ
ネ
ル
ク
ス
の
自
由
な
気
質
を
持
つ
オ

ラ
ン
ダ
・
ベ
ル
ギ
ー
等
の
積
極
的
安
楽
死
立
法
に
は
及
ば
な
い
も
の
の
、
一
九
七
八
年
の
カ
イ
ヤ
ヴ
ェ
議
員
法
案
提
出
以
来
、
数
度
の

法
案
提
出
を
通
じ
、
法
的
・
政
治
的
議
論
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
り
患
者
の
自
己
決
定
権
（
治
療
拒
否
権
）
に
関
す
る
社
会
の
コ
ン
セ
ン

サ
ス
を
確
実
に
獲
得
し
て
二
〇
〇
五
年
の
尊
厳
死
立
法
に
つ
な
げ
る
一
方
、
終
末
期
（
緩
和
）
医
療
（
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
）
を
公
共

サ
ー
ビ
ス
の
任
務
に
指
定
し
た
一
九
九
一
年
七
月
三
一
日
法
、
緩
和
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
障
し
た
一
九
九
九
年
六
月
九
日
法
、
患

者
の
権
利
及
び
保
健
衛
生
制
度
の
質
に
関
す
る
二
〇
〇
二
年
三
月
四
日
法
等
を
通
じ
て
終
末
期
に
あ
る
患
者
の
緩
和
ケ
ア
を
充
実
す
る

こ
と
に
も
力
を
注
い
で
き
た
。
す
な
わ
ち
、
苦
痛
を
理
由
と
し
て
安
楽
死
を
要
求
す
る
末
期
患
者
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
は

安
楽
死
を
安
易
に
認
め
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
苦
痛
を
取
り
除
く
こ
と
に
こ
そ
努
力
を
傾
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
正
当
な
考
え
方
を

迅
速
に
実
行
可
能
と
す
る
精
力
的
な
政
治
・
立
法
活
動
に
、
正
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
聡
明
さ
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
歩
み
の
遅
い
日
本
が
参
考
と
す
る
べ
き
は
、
よ
り
距
離
の
遠
い
オ
ラ
ン
ダ
や
ア
メ
リ
カ
等
で
は
な
く
、
そ
れ
ら

の
諸
国
と
日
本
の
中
間
に
位
置
す
る
と
も
言
え
る
、
よ
り
穏
健
な
フ
ラ
ン
ス
の
動
向
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
日
本
の
よ
う
な

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
曖
昧
な
解
決
方
法
で
は
な
く
、
法
律
で
明
確
に
規
定
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
方
法
が
優
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
今
後
は
、
ダ
イ
ア
ン
・
プ
リ
テ
ィ
事
件
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
判
例
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
へ
の
影
響
等
に
も
注
意

を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
二
〇
〇
五
年
尊
厳
死
法
立
法
に
至
る
入
念
な
議
論
状
況
を
振
り
返
れ
ば
、
積
極
的
安
楽
死
容
認
の
問
題
点

（

）
５０

（

）
５１

（

）
５２
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を
回
避
し
つ
つ
、
患
者
の
自
己
決
定
権
や
苦
痛
緩
和
を
最
大
限
重
視
し
て
消
極
的
安
楽
死
及
び
間
接
的
安
楽
死
ま
で
は
容
認
す
る
絶
妙

な
バ
ラ
ン
ス
感
覚
は
、
容
易
に
崩
れ
る
こ
と
は
な
い
と
予
想
で
き
る
。

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
九
四
年
に
世
界
的
に
見
て
も
先
進
的
な
包
括
的
生
命
倫
理
法
を
整
備
し
、
一
〇
年
後
の
二
〇
〇
四
年

に
も
見
直
し
・
改
正
を
行
っ
て
お
り
、
安
楽
死
・
尊
厳
死
問
題
を
含
む
生
命
倫
理
を
め
ぐ
る
総
合
的
な
立
法
及
び
施
策
も
、
大
い
に
参

考
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

〔
追
記
〕

本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
平
成
一
九
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
「
フ
ラ
ン
ス
生
命
倫
理
刑
法
の
適
用
実
態
及
び
犯
罪
予

防
対
策
に
関
す
る
調
査
・
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
執
筆
に
当
た
り
、
文
部
科
学
省
科
学
技
術
振
興
調
整
費
女
性
研
究

者
支
援
モ
デ
ル
育
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
次
世
代
に
繋
ぐ
女
性
研
究
者
サ
ポ
ー
ト
連
鎖
の
形
成
」（
大
阪
大
学
）
の
支
援
も
受
け
た
こ
と
を
記

し
、
謝
意
を
表
す
る
。

（
１
）

フ
ラ
ン
ス
語
の
原
文
を
直
訳
す
れ
ば
、「
刑
事
免
責
の
客
観
的
要
因
」
で
あ
る
が
、「
刑
事
免
責
の
主
観
的
要
因
（Les

causes

subjectives
d’irresponsabilité

pénale

）」
が
わ
が
国
に
お
け
る
責
任
阻
却
事
由
に
当
た
り
、
前
者
は
「
免
責
」
と
い
う
用
語
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
内
容
的
に
は
わ
が
国
に
お
け
る
違
法
性
阻
却
事
由
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
稿
で
は
「
違
法
性
阻
却
事
由
」
と
意
訳
す
る
。

（
２
）

澤
登
俊
雄
・
澤
登
佳
人
・
新
倉
修
訳
『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
〔
刑
法
総
論
〕』（
成
文
堂
・
一
九
八
一
年
）
一
三
四
頁
以
下
、
最
近
の
フ
ラ
ン

ス
の
文
献
と
し
て
、F.

D
E
SPO
R
T
E
S
et
F.
LE
G
U
N
E
H
E
C
,
D
roit

pénale
général,

E
C
O
N
O
M
IC
A
2002,

714
(p.657

et
s.),

Jean
PR
A
D
E
L,
D
roit
pénale

général,
C
U
JA
S
2003,

540
(p.489

et
s.)

等
参
照
。

（
３
）

F.
D
E
SPO
R
T
E
S
et
F.
LE
G
U
N
E
H
E
C
,
D
roit
pénale

général,
précité,

p.657.

（
４
）

ibid.,
p.659.

な
お
、Jean

PR
A
D
E
L,
D
roit
pénale

général,
précité,

p.489.

（
５
）

ibid.,
p.658.

（

）
５３
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（
６
）

Jean
PR
A
D
E
L,
D
roit
pénale

général,
précité,

p.489.

（
７
）

H
.A
N
G
E
V
IN
,
atteintes

volontaires
à
la
vie,

art.221-1
à
221-5,

C
én.,

Jurisclasseur
pénal;

Jean
PR
A
D
E
L
et
M
ichel

D
A
N
T
I-JU
A
N
,
D
roit
pénale

spécial,
C
U
JA
S
2001,

16(p.30
et
s.).
（
８
）

Jean
PR
A
D
E
L
et
M
ichel

D
A
N
T
I-JU
A
N
,
D
roit
pénale

spécial,
précité,

p.44
et
s..

（
９
）

薬
害
エ
イ
ズ
事
件
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
刑
事
部
二
〇
〇
三
年
六
月
一
八
日
判
決
は
、
毒
殺
罪
に
必
要
と
さ
れ
る
「
他
人
の
生
命
を

侵
害
し
よ
う
と
す
る
意
図
」
の
証
明
が
な
い
と
し
た
（C

ass.
crim

18
juin

2003,
B
ull.crim

n°127.

参
照
）。
フ
ラ
ン
ス
の
薬
害
エ
イ
ズ
事

件
、
毒
殺
罪
に
つ
い
て
は
、
末
道
康
之
「
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
お
け
る
毒
殺
罪
規
定
に
関
す
る
一
考
察
」
法
学
政
治
学
論
究
一
八
号
（
一
九
九
三

年
）
一
五
五
頁
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
と
刑
事
責
任
─
〈Sang

contam
iné

〉
事
件
判
決
を
中
心
に
」
清
和
法

学
研
究
二
巻
一
号
（
一
九
九
五
年
）
二
三
一
頁
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
性
的
行
為
に
よ
る
エ
イ
ズ
ウ
イ
ル
ス
感
染
と
刑
事
責
任
」
清
和
法
学

研
究
六
巻
一
号
（
一
九
九
九
年
）
一
七
三
頁
、
同
「
刑
法
の
解
釈
に
関
す
る
一
考
察
─
フ
ラ
ン
ス
法
の
視
点
か
ら
」
南
山
法
学
三
一
巻
一
＝
二
号

（
二
〇
〇
七
年
）
二
一
七
頁
等
が
詳
し
い
。

（

）

Jean
PR
A
D
E
L
et
M
ichel

D
A
N
T
I-JU
A
N
,
D
roit
pénale

spécial,
précité,

p.43
et
s..

１０
（

）

た
だ
し
、
責
任
段
階
で
の
行
為
者
の
故
意
を
認
定
す
る
際
、
ま
た
は
量
刑
段
階
に
お
い
て
は
考
慮
さ
れ
る
。

１１
（

）

澤
登
・
澤
登
・
新
倉
訳
・
前
掲
書（
注
２
）一
七
〇
頁
、
一
三
四
頁
以
下
、F.

D
E
SPO
R
T
E
S
et
F.
LE
G
U
N
E
H
E
C
,
D
roit

pénale

１２général,
précité,

p.658,
p.419;

Jean
PR
A
D
E
L,
D
roit
pénale

général,
précité,

p.488,
p.442

et
s..

（

）

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ビ
ッ
ク
、
島
岡
ま
な
訳
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
安
楽
死
」
阪
大
法
学
五
六
巻
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
三
四
九
頁
以
下
参
照
。

１３
（

）

Jean
PR
A
D
E
L,
D
roit
pénale

général,
précité,

p.489

参
照
。

１４
（

）

ibid.,
p.490.

１５
（

）

一
九
九
八
年
五
月
、
マ
ン
ト
・
ラ
・
ジ
ョ
リ
ー
（M

antes-la-Jolie
）
病
院
で
の
患
者
の
死
を
き
っ
か
け
に
、
同
病
院
看
護
師
で
あ
る
二
八

１６歳
の
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
マ
レ
ー
ブ
ル
（C

hristine
M
alèvre

）
に
対
し
、
三
〇
人
余
り
の
患
者
に
対
す
る
殺
人
（
積
極
的
安
楽
死
）
の
容
疑
が

浮
か
ん
だ
事
件
で
、
彼
女
が
精
神
病
院
を
退
院
後
自
殺
未
遂
を
起
こ
し
た
り
、
Ｔ
Ｖ
番
組
の
出
演
や
著
書
出
版
を
行
う
な
ど
フ
ラ
ン
ス
の
メ

デ
ィ
ア
を
賑
わ
し
、
話
題
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
三
年
二
月
に
六
人
の
患
者
に
対
す
る
殺
人
罪
で
一
〇
年
の
懲
役
刑
が
宣
告
さ
れ
、
さ
ら
に
一
〇

月
の
控
訴
審
で
は
一
二
年
に
加
重
さ
れ
た
と
の
報
道
が
あ
る
。
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
一
六
日
付Libération

紙
、Le

Figaro

紙
な
ど
参
照
。
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（

）

二
〇
〇
三
年
九
月
、
二
〇
〇
〇
年
に
交
通
事
故
に
よ
っ
て
、
肢
体
麻
痺
・
寝
た
き
り
と
な
っ
た
ヴ
ァ
ン
サ
ン
・
ア
ン
ベ
ー
ル
（V

incent

１７H
um
bert

）
が
シ
ラ
ク
大
統
領
に
安
楽
死
を
求
め
る
手
紙
を
送
付
し
た
も
の
の
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
母
親
を
説
得
し
て
毒
物
を
点
滴
さ
せ
、
自

殺
（
安
楽
死
）
を
遂
げ
た
と
い
う
事
件
を
指
す
。
意
識
不
明
に
陥
っ
て
搬
送
さ
れ
た
病
院
で
も
母
親
の
依
頼
で
医
師
に
よ
り
延
命
装
置
が
は
ず

さ
れ
た
た
め
、
母
親
と
医
師
両
者
の
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
結
局
両
者
と
も
釈
放
さ
れ
た
。
本
事
件
は
フ
ラ
ン
ス
の
マ
ス
コ
ミ
に
大
き
く

取
り
上
げ
ら
れ
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
安
楽
死
論
議
を
巻
き
起
こ
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
本
事
件
に
つ
い
て
は
、
藤
野
美
都
子
「
海
外
立
法
情

報

終
末
期
：
延
命
治
療
の
拒
否
」
ジ
ュ
リ
一
二
九
九
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
五
七
頁
も
参
照
。

（

）

破
毀
院
刑
事
部
一
八
三
五
年
七
月
二
日
判
決
、D

.,
1835.I.861

、
同
一
八
三
八
年
六
月
二
三
日
判
決
、S.,

1838.I.626

、
同
一
九
三
七
年
七

１８月
一
日
判
決
、S.,

1938.I.193

参
照
。

（

）

Jean
PR
A
D
E
L,
D
roit
pénale

général,
précité,

p.489.

１９
（

）

D
S,
1974,452.

２０
（

）

B
.,
n
o
203.

２１
（

）

判
例
集
未
登
載
、
フ
ラ
ン
ス
司
法
省H

P

か
ら
入
手
し
た
。

http://w
w
w
.legifrance.gouv.fr/telecharger_rtf.do?idT

exte=

２２JU
R
IT
E
X
T
000007591736&

origine=juriJudi

参
照
。

（

）

F.
D
E
SPO
R
T
E
S
et
F.
LE
G
U
N
E
H
E
C
,
D
roit

pénale
général,

précité,
p.659.

最
近
の
文
献
と
し
て
、D

avid
B
A
ILLE

U
L,

２３«Le
droit

de
m
ourir

au
nom

de
la
dignité

hum
aine»,

JC
P
n
o
23,
8
juin

2005,
p.1055

et
s.

が
あ
る
。

（

）

B
.,
n
o
2,
D
.
1974,

591,
note

Levasseur.

２４
（

）

正
式
名
称
は
、「
患
者
の
権
利
及
び
生
の
終
末
に
関
す
る
二
〇
〇
五
年
四
月
二
二
日
の
法
律
第
二
〇
〇
五
─
三
七
〇
号
」
で
あ
る
。Loi

２５n°
2005-370

du
22
avril

2005
relative

aux
droits

des
m
alades

et
à
la
fin
de
vie,
J.O
.
du
23
avril.

鈴
木
尊
紘
「
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
尊
厳
死
法
制
─
患
者
の
権
利
及
び
生
の
終
末
に
関
す
る
二
〇
〇
五
年
法
を
中
心
と
し
て
─
」
外
国
の
立
法
二
三
五
号
（
二
〇
〇
八
年
）

七
七
頁
以
下
に
全
訳
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（

）

稲
葉
実
香
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
安
楽
死
議
論
の
歩
み
（
一
）（
二
・
完
）
─
『
人
間
の
尊
厳
』
の
原
理
の
憲
法
化
の
中
で
─
」
法
学
論
叢
一

２６五
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
八
八
頁
以
下
、
同
一
五
二
巻
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
八
八
頁
以
下
、
鈴
木
・
前
掲
論
文（
注

）七
七
頁
以
下
参
照
。

２５

（

）

T
exte

n
o
301

(1977-1978)
de
M
.
H
enri

C
A
ILLA

V
E
T
,
déposé

au
Sénat

le
6
avril

1978,
Proposition

de
loi
relative

２７
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au
droit

de
vivre

sa
m
ort.

（

）

T
exte

n°
312

(1988-1989)
de
M
.
M
arc
B
O
E
U
F
et
plusieurs

de
ses
collègues,

déposé
au
Sénat

le
18
m
ai
1989

２８Proposition
de
loi
tendant

à
rendre

licite
la
déclaration

de
volonté

de
m
ourir

dans
la
dignité

et
à
m
odifier

l'article
63

du
code

pénal.

（

）

鈴
木
・
前
掲
論
文（
注

）七
七
頁
以
下
参
照
。

２９

２５

（

）

前
掲
注（

）参
照
。

３０

１６

（

）

老
人
医
療
専
門
病
院
医
長
が
、
九
二
歳
で
半
身
麻
痺
で
寝
た
き
り
の
た
め
血
栓
症
に
よ
る
壊
疽
が
激
し
い
女
性
患
者
に
対
し
、
家
族
の
同

３１意
な
し
に
塩
化
カ
リ
ウ
ム
を
注
射
し
て
安
楽
死
さ
せ
た
事
件
で
、
地
方
職
団
評
議
会
は
医
師
を
釈
放
し
た
が
、
国
家
職
団
評
議
会
は
一
年
の
職

業
停
止
と
し
た
。http://w

w
w
.m
jn.fr/data/article-m

ourirvivant.pdf

参
照
。

（

）

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ビ
ッ
ク
・
前
掲
論
文（
注

）三
五
九
頁
参
照
。

３２

１３

（

）

前
注（

）参
照
。

３３

１７

（

）

藤
野
・
前
掲
論
文（
注

）、
鈴
木
・
前
掲
論
文（
注

）七
七
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
報
告
書
の
原
文
は
、http://w

w
w
.assem

blee-

３４

１７

２５

nationale.fr/12/rap-info/i1708-t1.asp#P2446_700968

に
よ
り
、
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

）

立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
・
前
掲
論
文（
注

）七
八
頁
以
下
参
照
。

３５

２５

（

）

な
お
、
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
最
新
動
向
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
四
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
六
二
頁
以
下
も
参
照
。

３６
（

）

C
irculaire

D
G
S/3D

du
26
août

1986
relative

à
l’organisation

des
soins

et
à
l’accom

pagnem
ent
des

m
alades

en

３７phase
term

inale,
B
.O
,
m
inistère

de
la
Solidarité,

de
la
santé

et
de
la
protection

sociale,
N
°86/32

bis,
1986.

（

）

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ビ
ッ
ク
・
前
掲
論
文（
注

）三
五
一
頁
参
照
。

３８

１３

（

）

Loi
99-477

du
9
juin

1999
visant

à
garantir

le
droit

à
l’accès

aux
soins

palliatifs,
J.O
.du
10
juin

1999.

３９
（

）

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ビ
ッ
ク
・
前
掲
論
文（
注

）三
五
二
頁
参
照
。

４０

１３

（

）

鈴
木
・
前
掲
論
文（
注

）七
九
頁
参
照
。

４１

２５

（

）

Loi
2002-303

du
4
m
ars
2002

relative
aux

droits
des

m
alades

et
à
la
qualité

du
systèm

e
de
santé,

J.O
.
du
5

４２m
ars
2002.
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（

）

以
上
に
つ
き
、
鈴
木
・
前
掲
論
文（
注

）八
〇
頁
参
照
。

４３

２５

（

）

鈴
木
・
前
掲
論
文（
注

）八
三
頁
参
照
。

４４

２５

（

）

鈴
木
・
前
掲
論
文（
注

）八
五
頁
以
下
参
照
。

４５

２５

（

）

鈴
木
・
前
掲
論
文（
注

）八
四
頁
以
下
参
照
。

４６

２５

（

）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
星
野
一
正
「
本
人
の
意
思
に
よ
る
死
の
選
択

─
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
最
近
の
安
楽
死
法
制
化

４７運
動
」
時
の
法
令
一
四
八
二
号
（
一
九
九
四
年
）
五
五
頁
以
下
、
同
「
連
邦
司
法
長
官
ら
を
訴
え
た
オ
レ
ゴ
ン
州
─
州
尊
厳
死
法
を
め
ぐ
っ
て
」

時
の
法
令
一
六
六
二
号
（
二
〇
〇
二
年
）
七
〇
頁
以
下
、
久
山
亜
耶
子
・
岩
田
太
「
尊
厳
死
と
自
己
決
定
権

─
オ
レ
ゴ
ン
州
尊
厳
死
法
を
題
材

に
」『
生
命
倫
理
と
法

─
東
京
大
学
学
術
創
成
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
生
命
工
学
・
生
命
倫
理
と
法
政
策
」』（
二
〇
〇
五
年
）
五
一
頁
以
下
等
参
照
。

（

）

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
星
野
一
正
「
本
人
の
意
思
に
よ
る
死
の
選
択

─
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
安
楽
死
を
め
ぐ
る
社
会

４８的
・
法
的
現
況
」
時
の
法
令
一
四
九
八
号
（
一
九
九
五
年
）
七
二
頁
以
下
、
同
「
本
人
の
意
思
に
よ
る
死
の
選
択

─
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
世
界

初
の
安
楽
死
法
可
決
」
時
の
法
令
一
五
〇
〇
号
（
一
九
九
五
年
）
六
四
頁
以
下
、
中
山
研
一
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
北
部
地
域
の
安
楽
死
法
─
『
末

期
患
者
の
権
利
法
』
一
九
九
五
年
」
判
例
時
報
一
五
四
五
号
（
一
九
九
五
年
）
九
頁
以
下
等
参
照
。

（

）

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
山
下
邦
也
『
オ
ラ
ン
ダ
の
安
楽
死
』（
成
文
堂
・
二
〇
〇
六
年
）、
平
野
美
紀
「
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
安
楽
死
を
め

４９ぐ
る
諸
問
題
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
三
〇
巻
（
一
九
九
六
年
）
三
二
一
頁
以
下
、
大
嶋
一
泰
「
安
楽
死
を
め
ぐ
る
課
題
と
展
望
─
オ
ラ
ン
ダ
に

お
け
る
『
嘱
託
に
基
づ
く
生
命
の
終
焉
と
自
殺
援
助
の
審
査
法
』
の
成
立
を
契
機
と
し
て
」
現
代
刑
事
法
三
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）
六
九
頁

以
下
、
五
十
子
敬
子
「
安
楽
死
と
疼
痛
緩
和
医
療
─
オ
ラ
ン
ダ
『
要
請
に
よ
る
生
命
の
終
結
お
よ
び
自
殺
幇
助
（
審
査
手
続
き
）
法
』
施
行
を

機
に
考
え
る
」
総
合
政
策
研
究
紀
要
（
尚
美
学
園
大
学
）
三
＝
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
九
頁
以
下
、
星
野
一
正
「
ベ
ル
ギ
ー
の
安
楽
死
容
認
法
」

時
の
法
令
一
六
七
〇
号
（
二
〇
〇
二
年
）
四
四
頁
以
下
等
参
照
。

（

）

新
美
育
文
「
日
本
学
術
会
議
・
死
と
医
療
特
別
委
員
会
報
告
『
尊
厳
死
に
つ
い
て
』
の
問
題
点
（
特
集

尊
厳
死
所
収
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

５０〇
六
一
号
（
一
九
九
五
年
）
四
〇
頁
以
下
参
照
。

（

）

拙
稿
「
安
楽
死
・
尊
厳
死
を
め
ぐ
る
日
仏
の
法
的
対
応
に
つ
い
て
（
一
）」」
阪
大
法
学
五
七
巻
六
号
（
二
〇
〇
八
年
）
二
五
頁
以
下
。

５１
（

）

プ
リ
テ
ィ
対
連
合
王
国
事
件
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
二
〇
〇
二
年
四
月
二
九
日
判
決
。

５２
（

）

拙
稿
「「
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
最
新
動
向
と
日
本
法
へ
の
示
唆
」（
前
注

）一
六
七
頁
と
そ
こ
に
引
用
の
文
献
も
参
照
。

５３

３６

安楽死・尊厳死をめぐる日仏の法的対応について（二・完）
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